
「構造塾」2024
能登半島地震から⾒えてくる
耐震性能の重要性



◆佐藤 実（さとう みのる）
株式会社M’s（エムズ）構造設計
代表取締役
「構造塾」塾⻑

「構造塾」
建築士、建築業者向け構造研修
Web版「構造塾」チャンネル

コンサルティング
「構造計画」ルール・構造計算内製化コンサルティング（企業向け）
構造計算技術者育成コンサルティング（個人向け）



◆佐藤 実（さとう みのる）
YouTube「構造塾」チャンネル
⽊造住宅の耐震関連情報発信
「構造塾」塾⻑

「構造塾」家づくり応援・業者マップ
⾼性能な住宅をつくる全国の優良業者リスト
*エントリー無料、紹介料なし

SNSでの情報発信
Facebook、X（旧Twitter）、Instagram、アメブロ、note
YouTubeサブチャンネル「伝え方」講座、Voicyなど



著書「ぜんぶ絵でわかる建物の壊れない仕組み」



音声配信プラットフォームVoicyスタート



「構造塾」2024
4号特例縮⼩の超解説と
耐震等級３の必要性



❖ ４号特例縮⼩ 超解説
完全に理解しましょう︕



品確法施⾏
・耐震等級3

建築基準法改正
・令46条壁量計算

1981年

建築基準法改正
・4号特例施⾏

1984年

阪神淡路⼤震災
・壁の配置バランス
・柱頭柱脚の接合方法

必要性を確認

1995年

建築基準法改正
・四分割法
・N値計算など

2000年

熊本地震
・耐震等級3倒壊ゼロ

2016年

⻑期優良住宅の認定基準⾒直し
・断熱等性能等級5（ZEH水準等）
・⼀次省エネルギー消費量性能等級6
・耐震等級2
（品確法の計算 ︓等級3）＊一時的措置
（許容応⼒度計算︓等級2）

2022年

建築物省エネ法改正
建築基準法改正
・断熱等性能等級4
・4号特例縮⼩
（壁量増加、柱の⼩径強化）

2025年

建築物省エネ法改正
建築基準法改正
・断熱等性能等級5
（ZEH水準等）
・仕様規定構造部分強化
（壁量増加、柱の⼩径強化）

2030年

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ



そもそも
４号特例とは何か︖



階数2階建て以下

延床面積500㎡以下

最
高
高
さ
13
ｍ
以
下

最
高
軒
高
9ｍ

以
下

４号建築物の仕様規定 ３つの簡易計算と８つの仕様ルール

仕様規定は11項目

4号建築物
（建築基準法第6条1項4号）

仕様規定
（簡易な構造安全性検討）

仕様規定

品確法の
計算

許容応⼒度
計算

性能評価住宅
⻑期優良住宅 ⽊造３階建て４号建築物



４号特例とは（建築基準法第6条の4）

建築士が必ず検討する

確認申請時に提出義務がない

４号特例

第三者のチェック無し→建築士の全責任︕

仕様規定
（簡易な構造安全性検討）

4号建築物
（建築基準法第6条1項4号）



■４号建築物
⽊造２階建て以下の⼩規模⽊造住宅

■仕様規定
簡易な構造安全性検討

■４号特例
仕様規定（構造の簡易検討）の確認申請時の
図書省略のこと

POINT



2025年建築基準法改正
４号特例縮⼩とは︖



建築基準法第6条 どこが変わるの︖

階数2階建て以下

延床面積500㎡以下

最
高
高
さ
13
ｍ
以
下

最
高
軒
高
9ｍ

以
下

改正前︓建築基準法第6条

4号建築物
（特例あり）

改正部分
最高高さ︓13ｍ以下 → 16ｍ以下
最高軒高︓9ｍ以下 → 制限なし
階 数︓2階建て以下 → 2階建て以下（平屋建て）
延床面積︓500㎡以下 → 300㎡以下（200㎡以下）

階数2階建て以下

延床面積300㎡以下

平屋建て

延床面積200㎡以下

最
高
高
さ
16
ｍ
以
下

（
軒
高
制
限
な
し
）

最
高
高
さ
16
ｍ
以
下

（
軒
高
制
限
な
し
）

改正後︓建築基準法第6条

2号建築物の⼀部
（特例なし）

3号建築物
（特例あり）



４号特例とは（建築基準法第6条の4）

建築士が必ず検討する

3号建築物のみ特例が残る

３号特例

一部、確認申請時に提出義務がない
最高高さ16ｍ以下

かつ
平屋建て
かつ

延床面積200㎡以下

3号建築物

仕様規定でOK
特例あり

基本、確認申請時に提出義務

2号建築物の⼀部

仕様規定でOK
特例なし

特例なし



■４号特例縮⼩
仕様規定（構造の簡易検討）に関連する
図書を確認申請提出義務に戻すだけ

＊改正後の法第6条3号建築物は、特例が残る
＊仕様規定（構造の簡易検討）の廃⽌じゃない

POINT



✕仕様規定が無くなり、木造2階建ても
「許容応⼒度計算」が義務化になる
→なりません︕
本音は、許容応⼒度計算義務化になって欲しい︕︕

✕これから壁量計算をしなければいけない︕
→現在も壁量計算は義務化です

よくある勘違い



４号特例縮⼩関連 新情報
2023年8月発表

2023年11月より説明会



品確法施⾏
・耐震等級3

建築基準法改正
・令46条壁量計算

1981年

建築基準法改正
・4号特例施⾏

1984年

阪神淡路⼤震災
・壁の配置バランス
・柱頭柱脚の接合方法

必要性を確認

1995年

建築基準法改正
・四分割法
・N値計算など

2000年

熊本地震
・耐震等級3倒壊ゼロ

2016年

⻑期優良住宅の認定基準⾒直し
・断熱等性能等級5（ZEH水準等）
・⼀次省エネルギー消費量性能等級6
・耐震等級2
（品確法の計算 ︓等級3）＊一時的措置
（許容応⼒度計算︓等級2）

2022年

建築物省エネ法改正
建築基準法改正
・断熱等性能等級4
・4号特例縮⼩
（壁量増加、柱の⼩径強化）

2025年

建築物省エネ法改正
建築基準法改正
・断熱等性能等級5
（ZEH水準等）
・仕様規定構造部分強化
（壁量増加、柱の⼩径強化）

2030年

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ





















https://www.howtec.or.jp/publics/index/411/

■新しい壁量等の基準（案）に対応した設計⽀援ツール（案）
公益社団法人 ⽇本住宅・⽊材技術センター

■資料ライブラリー
国⼟交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html?fbclid=IwAR1YepOb6MyYM8pnuNF-
QG01qNqVVxjRMH4jAP9LXgQA3awNfOBTTvbboW4#cont1

法改正関連リンク



https://www.howtec.or.jp/publics/index/411/

■新しい壁量等の基準（案）に対応した設計⽀援ツール（案）
公益社団法人 ⽇本住宅・⽊材技術センター

法改正関連リンク



■４号特例縮⼩、主な変更点
・壁量計算の⾒直し
・柱の⼩径の⾒直し

POINT



４号建築物の仕様規定
実は「落とし⽳」がたくさん︕



階数2階建て以下

延床面積500㎡以下

最
高
高
さ
13
ｍ
以
下

最
高
軒
高
9ｍ

以
下

４号建築物の仕様規定 ３つの簡易計算と８つの仕様ルール

仕様規定は11項目

4号建築物
（建築基準法第6条1項4号）

仕様規定
（簡易な構造安全性検討）



横架材の欠込み



仕様規定は安全なのか︖

梁の曲げ性能の確認（断⾯係数Z）
断面係数Zが大きいと、曲げ性能が⾼い

梁断面︓120mm×290mm
断面係数Z=b･h2/6

＝120×290×290/6
＝1,682,000mm3

梁の曲げ性能の確認（断⾯係数Z）
断面係数Zが大きいと、曲げ性能が⾼い

梁断面（⽋損除く）︓120mm×290mm
⽋損ありの断面係数Ze＝0.6Z

=0.6×b･h2/6
＝

0.6×120×290×290/6
＝1,009,200mm3

⽋損を残したままの梁は、
⽋損部分をすべてなくした梁よりも曲げ性能が

40％低くなる

⽋損を残したままの梁 ⽋損部分をすべてなくした梁



階数2階建て以下

延床面積500㎡以下

最
高
高
さ
13
ｍ
以
下

最
高
軒
高
9ｍ

以
下

４号建築物の仕様規定 ３つの簡易計算と８つの仕様ルール

仕様規定は11項目

4号建築物
（建築基準法第6条1項4号）

仕様規定
（簡易な構造安全性検討）



仕様規定は「壁量等の検討」のみ・・・

○ ○ ◎

△ ○ ◎

△ ○ ◎

壁量等の検討

部材の検討

地盤・基礎の検討

①仕様規定の計算
（最低基準）

②品確法の計算 ③許容応⼒度計算
（構造計算）



建築士が「設計」していなければ、誰も設計していない

誰かが「設計しているはず」という勘違いで建築されている︖



①仕様規定 ②品確法の計算 ③許容応⼒度計算

荷重 固定荷重 △ △ 〇

荷重 積雪荷重 ×
積雪考慮無し 〇 〇

壁量 壁量計算 △ △ 〇

壁量 筋かいの向き ×
考慮無し

×
考慮無し 〇

壁量 梁上耐⼒壁 ×
考慮無し

×
考慮無し 〇

壁量 勾配天井 ×
剛性考慮無し

×
剛性考慮無し 〇

壁量 桁下げ ×
剛性考慮無し

×
剛性考慮無し 〇

壁の
配置バランス 壁の配置バランス △

簡易法︓四分割法
△

簡易法︓四分割法
〇

詳細法︓偏⼼率
壁の

配置バランス 太陽光パネル ×
偏荷重設計不可

×
偏荷重設計不可

〇
偏荷重設計可能

水平構面 吹き抜け △ 〇 〇

部材 柱 △
仕様規定

△
仕様規定 〇

部材 横架材 × △
スパン表 〇

基礎 配筋設計 × △
スパン表 〇

地盤 接地圧の検討 ×
建物重量不明

×
建物重量不明 〇

地盤 地盤補強設計 ×
建物重量不明

×
建物重量不明 〇

建物形状 スキップフロア ×
考慮無し

×
考慮無し 〇

計算方法
計算項目

計算方法別、プランニングルール



勾配天井

基
準
耐
⼒
壁

基
準
耐
⼒
壁

⾼
さの
⾼
い
耐
⼒
壁

⾼
さの
低
い
耐
⼒
壁

桁下げ

梁上耐⼒壁



４号特例縮⼩対応
簡単なようで

落とし⽳がいっぱい︕

→構造計算した方が安全

POINT



法改正に順次対応しているより
高性能を目指した方が

お得︕



断熱等性能等級4

等級3

等級2

等級1

2000年
⽇本の最高等級

断熱等性能等級4

等級3

等級2

等級1

等級5

等級6

等級7

2022年
⽇本の中間等級

断熱等性能等級4

等級3

等級2

等級1

等級5

等級6

等級7

2025年
⽇本の最低基準

▼省エネ法 断熱等性能等級4

等級3

等級2

等級1

等級5

等級6

等級7

2030年
既存不適格

▼省エネ法

ギリギリの性能は・・・

HEAT20 G3
HEAT20 G2

ZEH

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ（省エネ編）



品確法の計算
耐震等級3
耐震等級2

品確法の計算
耐震等級3
耐震等級2

壁量計算⾒直し

許容応⼒度計算
（構造計算）

許容応⼒度計算
（構造計算）
耐震等級3
耐震等級2
耐震等級1

仕様規定の計算
（最低基準）
壁量計算

1981年

仕様規定の計算
（最低基準）
耐震等級1
壁量計算
四分割法
N値計算

2000年

仕様規定の計算
（最低基準）
耐震等級1

壁量計算⾒直し①
四分割法
N値計算

柱の⼩径⾒直し①

2025年

仕様規定の計算
（最低基準）
耐震等級1

壁量計算⾒直し②
四分割法
N値計算

柱の⼩径⾒直し②

▼基準法

2030年

ギリギリの性能は、都度対応しなければいけない・・・

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ（構造編）



許容応⼒度計算を
⾏っていれば

法改正に都度対応不要

POINT



❖ 耐震等級３の必要性
「安全な家」の認識の違い



建築基準法改正
・4号特例施⾏

1984年

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ

建築基準法改正
・令46条壁量計算

1981年



建築基準法改正
・令46条壁量計算

1981年

建築基準法改正
・4号特例施⾏

1984年

建築基準法改正
・四分割法
・N値計算など

2000年

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ
阪神淡路⼤震災
・壁の配置バランス
・柱頭柱脚の接合方法

必要性を確認

1995年



建築基準法改正
・4号特例施⾏

1984年

建築基準法改正
・四分割法
・N値計算など

2000年

耐震等級１はアップデートされていない

2024年

耐震等級１
43年前の壁量計算基準建築基準法改正

・令46条壁量計算

1981年

耐震等級１
24年前の基準

なぜ、アップデートされないのか︖
「安全な家」の認識の違い

ここがポイント︕



一般社団法人 くまもと型住宅⽣産者連合会︓耐震等級3のススメ

耐震等級１の耐震性能

一般的な認識

「安全な家」
大地震でも

住み続けることができる︕

建築基準法の最低基準

「安全な家」
一度だけ命を守る

住み続けることは考えていない



建築基準法改正
・令46条壁量計算

1981年

建築基準法改正
・4号特例施⾏

1984年

阪神淡路⼤震災
・壁の配置バランス
・柱頭柱脚の接合方法

必要性を確認

1995年

建築基準法改正
・四分割法
・N値計算など

熊本地震
・耐震等級3

倒壊ゼロ

2016年

⽊造住宅に関連する法改正ロードマップ

品確法施⾏
・耐震等級3

2000年



一般社団法人 くまもと型住宅⽣産者連合会︓耐震等級3のススメ

耐震等級３の耐震性能

耐震等級３の
「安全な家」
大地震でも

住み続けることができる︕

建築基準法の最低基準

「安全な家」
一度だけ命を守る

住み続けることは考えていない



住み続けることのできる家

「耐震等級３」

POINT



❖ 耐震等級３のレベル
許容応⼒度計算がオススメなわけ



構造安全性確認「方法」は３通り

③許容応⼒度計算
（構造計算）
建築基準法

⽊造３階建てなど

②品確法の計算
品確法 性能表⽰制度、耐震等級
⻑期優良住宅・性能評価住宅

①仕様規定の計算
（最低基準）
建築基準法

すべての⽊造建築物

構造安全性レベル
⾼い

低い

壁量が1.5倍
「耐震等級３相当」

要注意︕

「耐震等級３」認定あり
「耐震等級３」認定なし
＊認定とは、性能評価、⻑期優良住宅などの認定

「耐震等級３」認定あり
「耐震等級３」認定なし
＊認定とは、性能評価、⻑期優良住宅などの認定



計算方法と耐震等級の組み合わせ

③許容応⼒度計算
（構造計算）
難易度高め

②品確法の計算
難易度低め

計算方法と耐震等級の到達イメージ



実際の計算方法と耐震等級のレベル差

耐震等級３の
レベルが違う

③許容応⼒度計算
（構造計算）
難易度高め

②品確法の計算
難易度低め

計算方法と耐震等級の組み合わせ



目指すべきは
許容応⼒度計算による
「耐震等級３」

POINT



「構造塾」2024
構造から考えるコストダウン



コストダウンとは
「値下げ」ではない

協⼒業者に値引きをさせる
ことでもない

コストダウンは
無駄を省き、適正価格にすること

価値に⽐例した「適正価格」にすること
そして

安ければ良いというものでもない



「価値」と「価格」の
優先順位



「価格競争」は、

「価値のない競争」
勝っても、負けても「負け」



❖ 構造から考えるコストダウン
実は2種類ある



２種類のコストダウン方法

コストダウン方法１
災害時コストで考える

コストダウン方法２
「構造計画」ルールによる設計



❖ 災害時コストを考える
コストダウン方法１



⾼性能住宅は贅沢品︖

耐震等級1
構造計算費用 0円
工事費増額分 0円

耐震等級3（延床面積30坪）
構造計算費用 30万円
工事費増額分 60万円
（坪1〜2万円UP）
性能評価等申請費用 20万円
＊追加費用 約110万円

耐震等級1
補修費用 数百万円
場合によっては解体・・・

耐震等級3
補修費用 0円
住み続けることができる

＊地震保険の1/2割引
＊⾦利優遇、税制優遇



❖ 「構造計画」ルールによる設計
コストダウン方法２



耐震等級３
標準だからもう⼤丈夫
そう思っていませんか︖



耐震等級３
次に⾏うべきは

■「構造計画」ルールによる経済設計
■許容応⼒度計算の内製化



「構造計画」ルールとは

住宅意匠設計時に⾏う
構造に関するルールのこと

構造計画ルールによる意匠設計を⾏うことで、
構造的に安定しかつ、

経済的な⽊造住宅が設計可能



耐震等級３に対する懸念事項
（コストアップに繋がる）



構造計算すれば
良いんじゃないの？

⼒業の
構造計算

太い梁
ゴツい基礎

⾃由設計︕
という

残念な間取り

設計者の自己満足は「コストアップ」につながる



太い梁になるのは、直下率の悪さ

梁が⼤きい⾃慢は
ダメな間取り⾃慢︕



ゴツい基礎は、基礎区画ができていない

コストUP

構造区画ができない間取り
べた基礎区画ができない

基礎梁（⽴上り）

スラブ

鉄筋コンクリート構造

四隅に柱

4P×6P以下
（3.64ｍ×5.46ｍ以下）



耐震等級３に対する懸念事項
（コストアップに繋がる）

間取りが問題︕︕
（構造計算は結果でしか無い）



正しい設計は「コストダウン」につながる

ルールに基づいた
意匠設計

正常な
構造計算

吹抜け
大開口

⾃由度が増す︕

考える順番が
違うんだね！



❖ 構造計画ルールについて
すぐにできる間取りづくりのポイント



「構造計画」の
基本概念



構造計画の基本概念
・構造区画
・耐⼒壁線+水平構⾯
・スラブ区画（基礎区画）
この３つは連動して考えます

基礎区画
（スラブ区画）

構造区画

水平構⾯

構造計画の基本概念とルール
構造計画ルール
１つの絶対ルールと、５つの基本ルールで構成
【絶対ルール１】構造区画（構造計画ルールの超基本）
【基本ルール１】構造区画内部柱（柱を対に配置）
【基本ルール２】耐⼒壁（構造区画を囲うことが基本）
【基本ルール３】水平構⾯（耐⼒壁線を蓋するイメージ）
【基本ルール４】基礎（構造区画下に基礎区画）
【基本ルール５】スケルトンインフィル（構造区画ごとに構成）

経済設計・コストダウン

→構造の整理



「構造計画」ルール
（絶対ルール１+基本ルール５）



絶対ルール１
構造区画

（構造計画ルールの超基本）



構造区画
【絶対ルール１】構造区画条件①︓四隅に柱
【絶対ルール１】構造区画条件②︓四隅の柱の直下には柱が必要
＊構造区画柱直下率は100％となる

・構造区画とは、柱と横架材で囲まれた基本区画のこと
構造区画を平面・⽴面で組み合わせ、基本構造を構成する
・構造区画基本寸法︓4P×4P（最大︓4P×6P）
・6P部分も4Pには柱を設置する
＊基本グリッドを1Pとする（900mm、910mm、1,000mmなど）

柱

流通している横架材⻑さによる構造区画を決めると経済的になります
構造区画の短辺方向は4Pに抑えるとこで、構造区画内に架かる横架材も
4Pとなり無理ないスパンとなります

構造が整うと起こる変化
・構造区画が4P角メインになってくる
・構造区画が田の字配置になってくる
・構造区画と間仕切り壁がそろってくる
・構造区画のパターンが増えてくる

絶対ルール１ 構造区画



構造区画

下屋をつくるとき、
総二階建ての構造区画横に
平屋の構造区画を
取り付けるよう構成総二階建て

構造区画
平屋

構造区画

2階の外壁ライン下に
開口部を設けない2階を⼩さくするようにして下屋をつくると

大きい梁が出る可能性大

梁が大きくなる

POINT

総二階建て
構造区画

平屋
構造区画

構造区画
・総二階建て構造区画＋平屋構造区画が基本



構造区画
【絶対ルール１】構造区画条件①︓四隅に柱
【絶対ルール１】構造区画条件②︓四隅の柱の直下には柱が必要
＊構造区画柱直下率は100％となる
・構造区画とは、柱と横架材で囲まれた基本区画のこと
構造区画を平面・⽴面で組み合わせ、基本構造を構成する

構造区画



構造区画
構造区画
【絶対ルール１】構造区画条件①︓四隅に柱
【絶対ルール１】構造区画条件②︓四隅の柱の直下には柱が必要
＊構造区画柱直下率は100％となる
・構造区画とは、柱と横架材で囲まれた基本区画のこと
構造区画を平面・⽴面で組み合わせ、基本構造を構成する



構造区画の緩和は無し︕

構造区画
構造区画
【絶対ルール１】構造区画条件①︓四隅に柱
【絶対ルール１】構造区画条件②︓四隅の柱の直下には柱が必要
＊構造区画柱直下率は100％となる
・構造区画とは、柱と横架材で囲まれた基本区画のこと
構造区画を平面・⽴面で組み合わせ、基本構造を構成する



開口部の位置も決まってくる

開口部

柱8本

構造区画



開口部

柱8本

開口部の位置も決まってくる

構造区画



構造区画を崩さない︕

開口部

柱8本

構造区画



開口部

柱9本

開口部を活かした構造区画も可能

構造区画



基本ルール１
構造区画内部柱
（柱は対に配置）



構造区画内部柱
【基本ルール１】構造区画短辺は柱を対に配置する

構造区画短辺方向の柱は
「対」に配置する

梁の両端に柱

構造区画

梁の両端に柱

梁の両端に柱
（柱を対に配置）

構造区画短辺方向に
梁を架ける

柱が対に無いと、梁で梁を受けることになる
二次梁（三次梁）は極⼒避ける

POINT

基本ルール１ 構造区画内部柱



基本ルール２
耐⼒壁

（構造区画を囲うことが基本）



構造区画

水平構面

耐⼒壁
【基本ルール２】配置基準︓構造区画を囲うように耐⼒壁線区画とし配置する

（構造区画を跨いでもOK）
・構造区画内部の袖壁は耐⼒壁としない
袖壁を耐⼒壁とする場合は、袖壁部分で「構造区画」を構成する

「袖壁」は耐⼒壁としない
＊袖壁を耐⼒壁とする場合は
袖壁部分で「構造区画」を構成する

基本ルール２ 耐⼒壁

構造区画を跨いでもOK



基本ルール３
水平構⾯

（耐⼒壁線区画を蓋するイメージ）



＊吹き抜けや階段で外壁に面する部分は
耐風梁を考慮し、以下の大きさとする
L/2以下かつ4P以下
D/2以下かつ4P以下

水平構⾯
【基本ルール３】構造区画ごとに水平構⾯を設ける
・吹き抜けや階段など、水平構面の⽋損（⽳）になる部分の大きさを
「建物全体」で決める場合、 水平構面から考える場合は、
平面上、幅方向Ｌ及び、奥⾏方向Ｄの1/2以上の水平構面を確保する
・吹き抜けや階段の幅は、4P以下とする（耐風梁設計必要）

基本ルール３ 水平構面

L

D

吹き抜け
階段など L/2以上

D
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以
上
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吹き抜け
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吹き抜け
階段など

吹
き
抜
け
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ど

D

L

D
/2
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上

D
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❶+❷≧L/2
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以
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基本ルール４
基礎

（構造区画の下に基礎区画）



基礎（べた基礎）
【基本ルール４】構造区画ごとに基礎区画（スラブ区画）とする→矩形が基本

（構造区画を跨いでもOK）
・スラブ（耐圧版）と基礎梁（⽴上り）で構成する
・スラブは基礎梁で四周囲う
・スラブの四隅には柱を配置する（＝基礎梁は両端には柱が必要）

基本ルール４ 基礎

基礎梁（⽴上り）

スラブ（耐圧版） スラブの四隅に柱
基礎梁両端に柱

構造区画

柱

梁

スラブ

鉄筋コンクリート構造

基礎梁

スラブ

基
礎
梁

スラブ

柱が無い
基礎区画×



構造区画とベタ基礎
基礎（べた基礎）
【基本ルール４】構造区画ごとに基礎区画（スラブ区画）とする→矩形が基本

（構造区画を跨いでもOK）
・構造区画＝基礎区画（スラブ区画）

構造区画＝基礎区画



基本ルール５
スケルトンインフィル
（構造区画ごとに構成）



基本ルール５ スケルトンインフィル
スケルトンインフィル
【基本ルール５】構造区画は「⼩さなスケルトンインフィル」と考える
【基本ルール５】構造区画内には、耐⼒壁、軸⼒を受ける柱を設けない

耐⼒壁、柱を設けない

⼩さなスケルトンインフィル



柱なし

柱なし柱なし柱なし

スケルトンインフィル

柱なし

柱なし

柱なし

柱なし

スケルトンインフィル
【基本ルール５】構造区画は「⼩さなスケルトンインフィル」と考える
【基本ルール５】構造区画内には、耐⼒壁、軸⼒を受ける柱を設けない



スケルトンインフィル

柱なし

柱なし

柱なし

柱なし

スケルトンインフィル
【基本ルール５】構造区画は「⼩さなスケルトンインフィル」と考える
【基本ルール５】構造区画内には、耐⼒壁、軸⼒を受ける柱を設けない



スケルトンインフィル

柱なし

柱なし柱なし柱なし

スケルトンインフィル
【基本ルール５】構造区画は「⼩さなスケルトンインフィル」と考える
【基本ルール５】構造区画内には、耐⼒壁、軸⼒を受ける柱を設けない



地中梁

地中梁

地中梁

構造区画内に
耐⼒壁、柱があると
地中梁が必要となる

構造区画内に
耐⼒壁、柱が無いと
地中梁が不要となる

基礎区画（スラブ区画）
周囲が基礎梁

基礎梁→人通口必要

スラブ区画

スラブ区画

基礎梁

基
礎
梁

基礎梁

基
礎
梁

基礎梁

基
礎
梁

基
礎
梁

地中梁

地中梁

スケルトンインフィル

柱

スケルトンインフィル
【基本ルール５】構造区画は「⼩さなスケルトンインフィル」と考える
【基本ルール５】構造区画内には、耐⼒壁、軸⼒を受ける柱を設けない



「一般的な基礎区画」と「スケルトンインフィルによる基礎区画」

・基礎区画（スラブ区画）が不明確
・人通口補強の地中梁が多い

一般的な基礎区画

地中梁

地中梁

地中梁

地中梁

・基礎区画（スラブ区画）が明確
・人通口補強の地中梁が少ない

地中梁

地中梁

地中梁

地中梁

地中梁

地中梁

地中梁

スケルトンインフィルによる基礎区画



「構造計画」ルールで

間取りは劇的に変わる︕

→そしてパネル化に最適︕

POINT



杭と基礎との整合設計
（より経済的な設計が可能）



「接地圧」と「地反⼒」の関係

杭状地盤補強は
地反⼒が

作用しないはず



杭と基礎の整合設計
（10）杭と基礎の整合設計
・柱軸⼒と杭の⽀持⼒による整合設計を⾏う
（整合設計により、地反⼒は作⽤しなくなる）



杭状地盤補強と基礎は
トレードオフ関係にある︕



地盤補強配置ルール

33本 14本



杭と基礎の整合設計
・柱軸⼒と杭の⽀持⼒による整合設計を⾏う
（整合設計により、地反⼒は作⽤しなくなる）
・杭は、スラブ区画四隅に配置する
・軸⼒は1階床、基礎梁の荷重を加えた軸⼒とし、杭位置に集約させる
・集約させた軸⼒と杭の⽀持⼒の確認を⾏う
・杭をスパンとする基礎梁設計を⾏う
・基礎梁最大スパンは４Ｐとする
・1階床荷重とスラブ荷重は、表層地盤の⽀持⼒確認を⾏う

基礎梁最大スパン４P

基礎梁

杭杭

杭と基礎の整合設計



「構造計画」ルールにより

杭と基礎の整合設計が

成⽴する

POINT



目指すゴール

構造計画
ルール導入

自社
設計ルール
作成・実施

構造計画の
実践

杭と基礎との
整合設計

構造計算
技術者育成

構造計算
内製化

微動探査による
耐震性能実測

制振装置の
設置

業者マップ
エントリー



構造計算内製化

構造計算技術者育成コンサルティング
（スペシャル会員）

・構造計算技術を伝授

許容応⼒度計算の内製化

繰り返し学習・情報交換が重要︕



❖ 今後の取り組み
さらなるレベルアップを目指して



①構造の基礎をがっちり学ぶ
集中研修のご案内

日 程 （仮）2024年○⽉から○⽉（第1クール）

詳 細

1回目︓○⽉ 〇日 木構造マイスター2級講座（Web）
・4号建築物の仕様規定解説など

2回目︓○⽉ 〇日 「構造塾」特別講座（Web）
・「構造塾」講座のまとめ

3回目︓○⽉ 〇日 木構造マイスター準1級講座（Web）
・「構造計画ルール」解説など

＊2回目研修のリアル開催希望の場合は、会場の手配等お願いします

受講費用 上記3講座セットで、お⼀人様49,500円（税込み）
＊⽊構造マイスター団体割引適用



業者マップエントリー
・エンドユーザーに⾒つけられる
・ブランディング

構造計算内製化

企業向けコンサルティング
＊個別企業向けコンサルティングと
複数企業向け合同コンサルティングあり

社員研修

・間取りの⾒直しワーキング
・技術営業研修
・構造を考えた⾃社設計ルール作成

スペシャル会員
（構造計算技術者育成コンサルティング）

・構造計算技術を伝授

同じ答えを持つ
・YouTubeで勉強した消費者と
同じ答えを持つ（耐震等級３必須）

②企業向けコンサルティング



種 別 個別企業向け

企業数

費 用

合同企業向け

１社 1グループあたり
最⼤10社

参加人数 制限なし 原則１社１名

20万円/⽉（税抜き）
スペシャル会員費用は
人数により別途必要

5万円/⽉（税抜き）
スペシャル会員費用は

別途必要

特 典 ・Chatworkによる個別相談
・「構造塾」基本コース受講可能

・Facebookグループによる
個別相談

・「構造塾」基本コース受講可能

②企業向けコンサルティング
「構造計画」ルール＋許容応⼒度計算の内製化


